
22005.5

山　

本　
　
　

勣　

議
員

〈
介
護
保
険
制
度
見
直
し
に
つ
い
て
〉

　

当
町
の
制
度
発
足
か
ら
の
要
支
援
、

要
介
護
１
〜
５
の
認
定
者
数
は
ど
の
く

ら
い
か
。

町
長　

当
町
の
要
支
援
・
要
介
護
認
定

者
数
は
、
平
成
12
年
度
末
現
在
で
、
要

支
援
者
が
１
１
３
人
、
要
介
護
者
が

４
３
７
人
で
、
合
計
５
５
０
人
。
平

成
13
年
度
末
現
在
は
、
要
支
援
者
が

１
２
８
人
、
要
介
護
者
が
５
１
１
人
で
、

合
計
６
３
９
人
。
平
成
14
年
度
末
現
在

は
、
要
支
援
者
が
１
３
７
人
、
要
介
護

者
が
５
５
４
人
で
、
合
計
６
９
１
人
。

平
成
15
年
度
末
現
在
は
、
要
支
援
者
が

１
５
２
人
、
要
介
護
者
が
５
９
８
人
で
、

合
計
７
５
０
人
。
平
成
17
年
１
月
末
現

在
で
は
、
要
支
援
者
が
１
６
１
人
、
要

介
護
者
が
６
４
３
人
で
、
合
計
８
０
４

人
と
な
っ
て
い
る
。

　

新
予
防
給
付
に
お
い
て
の
介
護
認
定

調
査
は
ど
の
よ
う
な
方
法
で
行
う
の
か
。

町
長　

現
在
新
規
申
請
者
に
つ
い
て
は
、

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
職
員
が
実
施

し
、
更
新
申
請
者
に
つ
い
て
は
、
居
宅

介
護
支
援
事
業
者
お
よ
び
介
護
保
険
施

設
に
委
託
し
て
い
る
現
状
に
あ
る
。
今

後
の
訪
問
調
査
方
法
に
つ
い
て
は
、
施

設
を
除
い
て
町
が
実
施
し
て
い
く
べ
き

か
現
在
検
討
中
で
あ
る
。

　

生
活
に
密
着
し
た
地
域
支
援
計
画
は

で
き
て
い
る
か
。
ま
た
、
現
在
実
施
し

て
い
る
「
巡
回
診
断
」
を
充
実
さ
せ
る

つ
も
り
は
あ
る
か
。

町
長　

生
活
に
密
着
し
た
地
域
支
援
計

画
に
つ
い
て
は
、
そ
の
人
に
あ
っ
た
サ
ー

ビ
ス
が
提
供
で
き
る
よ
う
に
ケ
ア
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
を
行
い
、
計
画
を
作
成
で
き

る
よ
う
検
討
中
で
あ
る
。
ま
た
、
巡
回

診
断
に
つ
い
て
も
、
年
齢
に
あ
っ
た
健

康
診
断
内
容
と
な
る
よ
う
に
検
討
中
で

あ
る
。

　

予
防
プ
ラ
ン
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
（
仮
称
）
で
作
る
と
な
っ
て
い
る
が

ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
し
て
い
る
か
。

町
長　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
仮

称
）
に
つ
い
て
は
、
国
か
ら
具
体
的
な

体
制
等
に
つ
い
て
明
確
に
さ
れ
て
い
な

い
た
め
、
現
段
階
で
は
答
え
ら
れ
る
段

階
に
至
っ
て
い
な
い
が
、
現
在
の
在
宅

介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
機
能
を
充
実
さ

せ
る
方
向
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
る
。

　

日
常
生
活
の
自
立
を
助
け
る
理
学
療

法
、
作
業
療
法
の
専
門
員
の
育
成
、
配

置
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

町
長　

理
学
療
法
、
作
業
療
法
の
専
門

要
員
の
育
成
、
配
置
に
つ
い
て
は
現
在

対
応
で
き
て
い
な
い
が
、「
愛
媛
県
立
北

宇
和
病
院
」、「
旭
川
荘
南
愛
媛
病
院
」、

「
老
人
保
健
施
設
た
ん
ぽ
ぽ
」
で
行
っ
て

お
り
体
制
は
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

　

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
や
老
人
福
祉
セ

ン
タ
ー
な
ど
の
施
設
整
備
に
つ
い
て
。

町
長　

既
存
施
設
を
有
効
に
活
用
す
る

こ
と
と
し
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
対

応
器
具
類
に
つ
い
て
は
、
特
に
整
備
し

て
い
な
い
が
、
有
効
性
・
必
要
性
を
勘

案
し
て
今
後
検
討
し
て
い
く
。

　

施
設
入
所
の
負
担
見
直
し
に
つ
い
て
。

町
長　

施
設
入
所
者
の
住
居
費
、
食
費

の
全
額
自
己
負
担
の
導
入
に
伴
う
、
施

設
で
の
検
討
状
況
や
国
民
年
金
の
み
の

受
給
者
数
と
そ
れ
以
外
の
年
金
受
給
者

数
に
つ
い
て
、
町
と
し
て
は
現
段
階
で

は
把
握
で
き
て
い
な
い
。
低
所
得
者
層

に
つ
い
て
の
負
担
免
除
、
負
担
軽
減
制

度
の
必
要
性
は
あ
る
と
考
え
る
が
、
具

体
的
な
制
度
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
今

後
検
討
し
た
い
。
ま
た
、
旧
措
置
入
所

者
の
負
担
軽
減
措
置
の
実
施
期
間
延
長

な
ど
の
、
関
係
省
庁
へ
の
要
請
は
、
現

法
案
が
５
年
間
延
長
さ
れ
る
こ
と
が
予

定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
今
後
の
審
議
の

動
向
を
見
据
え
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

当
町
の
待
機
者
数
は
ど
の
く
ら
い
か
。

待
機
者
解
消
の
施
設
整
備
計
画
は
ど
う

な
っ
て
い
る
か
。

町
長　

当
町
の
待
機
者
数
は
、
平
成
17

年
１
月
31
日
現
在
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
74
人
、
老
人
保
健
施
設
20
人
と
な
っ

て
い
る
。
施
設
整
備
に
つ
い
て
は
、
地

域
密
着
型
の
小
規
模
多
機
能
施
設
が
今

後
有
効
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
、

民
間
事
業
者
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
の
参
入
を
視

野
に
入
れ
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

居
宅
で
の
24
時
間
ヘ
ル
プ
体
制
に
つ

い
て
。

町
長　

介
護
保
険
事
業
計
画
、
地
域
福

祉
計
画
、
健
康
増
進
計
画
等
を
策
定
す

る
中
で
具
体
的
な
施
策
を
検
討
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

介
護
従
事
者
の
労
働
条
件
改
善
に
つ

い
て
指
導
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
職
員

研
修
を
支
援
す
る
計
画
は
あ
る
か
。

町
長　

現
段
階
で
は
改
善
の
指
導
援
助

は
行
っ
て
い
な
い
。
介
護
職
員
等
の
研

修
は
、
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、

全
員
を
集
め
て
の
研
修
と
な
る
と
、
時

間
的
な
制
約
な
ど
も
あ
り
、
現
実
的
に

は
支
援
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
の
で
ご

理
解
願
い
た
い
。

　

保
険
料
見
直
し
の
検
討
状
況
は
ど
う

な
っ
て
い
る
か
。

町
長　

平
成
17
年
度
に
介
護
保
険
事
業

計
画
を
策
定
す
る
中
で
、
見
直
し
検
討

を
行
っ
て
い
き
た
い
。

　

サ
ー
ビ
ス
利
用
料
の
引
き
上
げ
に
つ

い
て
。

町
長　

低
所
得
者
の
負
担
軽
減
対
策
を

現
在
も
行
っ
て
い
る
が
、
利
用
料
引
き

上
げ
に
な
る
場
合
は
、
制
度
の
見
直
し

を
含
め
て
今
後
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

介
護
、
医
療
、
保
健
福
祉
の
総
合
的

な
事
業
整
備
計
画
に
つ
い
て
。

町
長　

介
護
保
険
事
業
計
画
、
地
域
福

祉
計
画
、
健
康
増
進
計
画
等
を
策
定
す

る
中
で
具
体
的
に
検
討
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
る
の
で
ご
理
解
願
い
た
い
。

　

介
護
保
険
の
被
保
険
者
範
囲
の
拡
大

に
つ
い
て
。

町
長　

被
保
険
者
の
範
囲
を
20
才
に
拡

大
し
た
場
合
は
、
未
納
者
が
増
大
す
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
、
対
応
に
苦
慮
す
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
で
き
れ
ば
介
護
保

険
予
算
が
増
大
し
な
い
よ
う
保
健
、
福

平
成
17
年
第
１
回
鬼
北
町
議
会

年
第
１
回
鬼
北
町
議
会

一　

般　

質　

問　　

（
概
要
を
お
し
ら
せ
し
ま
す
）


